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工事名：市道一ノ瀬引地線改良工事 

 

 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知  

落札者（随意契約の場合にあっては、契約の相手方）は、建設業法（昭和 24 年法律第

100 号）第 20 条の 2 第 2 項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象

が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定（随意契約の場合にあっては、契約

の相手方の決定）から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象

の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 
 

 週休 2 日工事  

１ 週休2日工事の試行〔　☑対象有　・　☐対象無　〕 
本工事は、阿波市現場閉所型週休 2 日工事試行要領に基づく、受注者希望型の週休 2

日工事の対象です。 
希望する場合は、契約後速やかに、別に示す様式にて、発注者に通知してください。 
なお、設計金額には、月単位の週休 2 日実施に必要となる経費が含まれているため、

希望しない場合は、当該経費を変更契約にて減額します。 
 

 工程  

１ 他工事等との調整〔　☐対象有（　　　）　・　☑対象無　〕 

(1) 本工事区間の　　　側に別途｢令和　年度　　　　　　　工事｣を発注（予定）である。

このため、本工事は、特別な事情がない限り、令和  年  月  日(or　旬)までに完了しなけ

ればならない。 

(2) 本工事に関連する　　工事の実施する　　工は、令和  年  月  日（or　旬）に完了予定

であり、この予定の変更に伴い工期変更の必要が生じる場合には、監督員と協議すること

ができる。 

２ 早期契約〔　☐対象有　・　☑対象無　〕 

本工事は早期契約制度により余裕工期を設定している。工事着工日は令和  年  月  日で、

契約締結日から着工日前日までの間に資材の搬入、仮設物の設置等の工事の着手を行っては

ならない。また、本工事の主任技術者又は監理技術者の専任期間は、工事着工日以降とす

る。 

３ 施工の制限〔　☐対象有　・　☑対象無　〕 

本工事の　　工の施工に当たっては、監督員の指示（指示予定日：令和  年  月末）がある

まで施工してはならない。この予定の変更に伴い工期変更の必要が生じる場合には、監督員

と協議することができる。 

４ 作業時間帯〔　☑対象有　・　☐対象無　〕 

本工事の作業時間帯は、次に示すとおりとする。なお、関係機関等との調整の結果、作業時

間帯に変更が生じた場合は、速やかに監督員と協議するものとする。 

５ 作業期限等〔　☑対象有　・　☐対象無　〕  

(1) 工事現場における作業期限 

現場における作業期限は特別な事情がない限り、工期の７日前までとする。 

 工種 種別 時間帯 期間

 作業開始 ８時３０分

 作業終了 １７時００分
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(2) 出来高予想図等の提出 

工事に変更がある場合、変更設計書作成に必要な出来高予想図等の提出期限は、工

期の１４日前までとする。 

 

 施工体制  

１ 下請負の禁止〔　☐対象有　・　☑対象無　〕 

本工事の主たる部分である舗装工（表層工、路盤工）を一括して第三者に委任し、又は

請け負わせてはならない（元請負人がその下請契約の施工に関し、実質的に関与してい

ると認められる場合も含む。）。 

２ 主任・監理技術者の配置及び専任期間について〔　☐対象有　・　☑対象無　〕 

(1) 請負契約の締結後、現場施行に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の

搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については主任技術者又は監理技術者

の工事現場への専任を要しない。なお、現場施行に着手する日については、請負契約

の締結後、監督員との打合せにおいて定める。 
(2) 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、

事務手続後、片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者

の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を

確認した旨、受注者に通知した日とする。 

 

 支障物件  

１ 埋設物等の事前調査〔　☑対象有　・　☐対象無　〕 

工事に係る地下埋設物等の事前調査については、〔 未調査 ・ 調査済み 〕である。 

２ 支障物件の撤去〔　☐対象有　・　☑対象無　〕 

本工事内の測点No.  付近に存在する支障物件　　の撤去については、令和  年  月　　旬

を予定しているので、監督員と打合せの上施工を行うこと。 

なお、期日までに処理できず、工事内容に変更を伴う場合は、別途協議する。 

３ 立木の置き場所〔　☐対象有　・　☑対象無　〕 

工事用地内の立木は伐採し、　　　　　　　 に置くこと。 

４ その他（　　　　　　　）〔　☐対象有　・　☑対象無　〕 

 

 公害対策  

１ 作業時間〔　☐対象有　・　☑対象無　〕 

車道舗装及び打換工については、〔 昼間 ・ 夜間 〕施工を予定している。 

 

 安全対策  

１ 交通安全施設等〔　☑対象有　・　☐対象無　〕 

交通安全施設等について、関係者との協議により、通常想定される施設等と大幅に異なる

場合には監督員と協議を行って実施するものとし、必要と認められる経費については変更契

約できるものとする。 

２ 交通誘導員〔　☐対象有　・　☑対象無　〕 

交通整理の必要日数として　　日を見込んでいる。配置人員として、交通誘導員Ａを合計　　

名（交替要員〔 有 ・ 無 〕）、交通誘導員Ｂを合計　　名（交替要員〔 有 ・ 無 〕）見込

んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。 
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 建設副産物  

１ 建設発生土の利用〔　☐対象有　・　☑対象無　〕 

本工事は、次に掲げる工事からの建設発生土を使用するものとする。なお、品質等に

より使用が困難な場合は、監督員と協議すること。 

２ 建設発生土の搬出〔　☐対象有　・　☑対象無　〕 

本工事の建設発生土については、次に掲げる工事に搬出すること。なお、受入側との協議等

で搬出が困難な場合は、監督員と協議することする。 

３ 再生利用のための建設副産物の搬出〔　☑対象有　・　☐対象無　〕 

(1) 本工事の施工により発生する次の建設副産物は、原則として再資源化を行うため産業廃棄

物中間処理許可施設（再資源化施設）へ搬出すること。また、搬出に際しては、「廃棄物の

処理及び清掃に関する法律」を遵守しなければならない。 

(2) 再資源化のため次に掲げる場所へ搬出することを予定しているので、受注者は事前に受入

場所と受入条件等の協議を行い、該当処分場で適切な処理が可能であるか確認すること。 

(3) 受入先との協議の結果、他の受入場所へ搬出する必要がある場合は、監督員と協議するこ

ととする。 

(4) 再資源化が困難である場合は、監督員と協議すること。 

４ 産業廃棄物の搬出〔　☐対象有　・　☑対象無　〕 

(1) 本工事の施工により発生する次の各号の産業廃棄物は、処分のため次に掲げる場所への搬

出することを予定している。なお、受注者は事前に受入場所と受入条件等の協議を行い、当

該処分場で適切な処分が可能であるか確認すること。 

(2) 受入先との協議の結果、他の受入場所へ搬出する必要がある場合は、監督員と協議するこ

ととする。 

(3) 搬出に際しては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守しなければならない。 

 

 工事用道路  

１ 工事用道路等の補修〔　☐対象有　・　☑対象無　〕 

残土搬出等に伴い、現道補修及び防塵処理等の必要が生じた場合には、監督員と協議を行

って実施するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。 

 工事名

 箇所名

 運搬距離

 工事名

 箇所名

 運搬距離

 コンクリート塊 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ塊 建設発生木材

 受入場所 徳島ﾘｻｲｸﾙ工業(株) (株)山興建設

 受入時間帯 受け入れ先と協議 受け入れ先と協議

 受入条件

 運搬距離 L=12.6km L=10.9km

 建設発生木材 汚泥 その他

 受入場所

 受入時間帯

 受入条件

 運搬距離
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 仮設備  

１ 床掘〔　☐対象有　・　☑対象無　〕 

　　　工における床掘の施工に際し、安全管理上特別な対策を講ずる必要が生じた場合

は、監督員と協議を行って実施するものとし、必要と認められる経費については、変更契約

できるものとする。                                                                               
２ 水替施設〔　☐対象有　・　☑対象無　〕 

本工事の施工に必要な排水規模は、次のとおり見込んでいるが施工時において大幅な変更

が生じた場合には、監督員と協議を行って実施するものとし、必要と認められる経費につい

ては、変更契約できるものとする。 

イ 設計外水位　ＥＬ－　　m                                            

ロ 排水量・作業時排水　　　m3／HR／　　m                                

ハ 締切方法              

なお、規格及び矢板長は次表のとおりである。 

 

 その他  

１ コンクリートの単位水量の測定〔　☑対象有　・　☐対象無　〕 

受注者は、次の表に示す工種について単位水量測定を所定の回数実施し、単位水量の管理

シートを作成するものとする。 

２ セメント・モルタル吹付〔　☐対象有　・　☑対象無　〕 

本工事に使用するコンクリート又はモルタルは、次の配合条件を満足するものとする。ま

た、受注者は品質・配合について、施工前条件等がわかる資料を提出して、監督員の承諾を

得なければならない。 

３ 水抜孔〔　☐対象有　・　☑対象無　〕 

本工事の水抜孔は次表を標準とする。 

 

４ 使用材料の品質、規格、性能等〔　☐対象有　・　☑対象無　〕 

本工事に使用する　　については、次表の設計条件を満足するものとし、施工前に設計条

件資料等を提出して、使用する　　の構造について監督員の承諾を得なければならない。 

 型　式 長　さ 矢板天端高

 

 工種 配合 使用量 測定回数

 2号ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁 18-8-40(高) 41m3 1回

 2号擁壁 18-8-40(高) 52m3 1回

 
 合計（回） 2回

 設計基準強度 水セメント比 単位セメント量 フロー値 空気量

 4%程度

 材料 管径 設置間隔 備考

 

  名称 寸法 土被り 設計荷重 備考

 
 名称 規格・寸法
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５ 使用材料の名称〔　☐対象有　・　☑対象無　〕 

受注者は、本工事に使用する材料については、次の条件を満足するものとし、施工前に材

料使用承諾願を監督員に提出しなければならない。 

６ 県産木材の使用〔　☐対象有　・　☑対象無　〕 

(1) 受注者は、以下に示す木材については、徳島県産木材を使用しなければならない。 

(2) 徳島県産木材の確保が困難な場合や設計図書の品質・規格を満たさない場合等、徳島県

産木材を使用できない場合には、「協議願」の提出を行い、監督員と協議するものとす

る。 

(3) 前項による協議の結果、徳島県産木材を使用出来ない場合は、設計変更（変更指示）

後、「材料使用承諾願」を監督員へ提出するものとする。 

  材料名 規格 メーカ 形式

  

 

 

  
 

 工種名 材質 規格・寸法等 数量 備考

 
 


